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１．WIND・北海道大学産婦人科専門研修プログラムについて    

 WIND・北海道大学産婦人科専門研修プログラムの目的と使命は以下の４点に

まとめられます。 

１） 専攻医が医師として必要な基本的診療能力を習得すること 

２） 専攻医が産婦人科領域の専門的診療能力を習得すること 

３） 上記に関する知識・技能・態度と高い倫理性を備えることにより、患者

に信頼され、標準的な医療を提供でき、プロフェッショナルとしての誇

りを持ち、患者への責任を果たせる産婦人科専門医となること 

４） 産婦人科専門医の育成を通して国民の健康・福祉に貢献すること 

 

産婦人科専門医は自己研鑽し自己の技量を高めると共に、積極的に臨床研究

等に関わり産婦人科医療の向上に貢献することが期待されます。産婦人科専門

医はメディカルスタッフの意見を尊重し、患者から信頼され、女性を生涯にわ

たってサポートし、地域医療を守る医師です。本研修プログラムでの研修後に

皆さんは標準的な医療を安全に提供し、疾病の予防に努めるとともに将来の医

療の発展に貢献できる産婦人科医となります。 

 

 

本研修プログラムは基幹施設と連携施設の専門研修施設群で行われます。 

 

基幹施設 

 北海道大学産婦人科が専門研修基幹施設となります。 

 

専門研修施設群の地理的範囲 

 北海道には、２１の 2 次医療圏と、全国で唯一つ、６つの複数 3 次医療圏が

存在します。WIND・北海道大学産婦人科研修プログラムの専門研修施設群はこ

れら 3 次医療圏すべてにあり、北海道全域の医療を担っています。施設群の中

には、地域中核病院や地域中小病院も入っています。 

 

全道に６施設ある総合周産期母子医療センターのうち５施設、都道府県がん

診療連携拠点病院、１０施設の地域がん診療連携拠点病院が本研修プログラム

の専門研修施設になっています。 

 

 

 



4 

 

○総合周産期母子医療センター ５施設／全道６施設 

・市立札幌病院 ・旭川厚生病院 ・函館中央病院 

・帯広厚生病院 ・釧路赤十字病院 

 

○地域周産期母子医療センター １４施設／全道３０施設 

 

○都道府県がん診療連携拠点病院 

・北海道がんセンター 

 

○地域がん診療連携拠点病院 

・北海道大学病院 ・市立札幌病院 ・手稲渓仁会病院 ・札幌厚生病院  

・KKR札幌医療センター ・砂川市立病院 ・旭川厚生病院 ・王子総合病院 

・帯広厚生病院 ・小樽市立病院 

 

 

 

連携施設 

 研修プログラムの施設群を構成する連携病院は以下の通りです。 

・ 釧路赤十字病院 

・ 市立札幌病院 

・ 函館中央病院 

・ JA北海道厚生連 帯広厚生病院 

・ 医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 

・ KKR札幌医療センター 

・ 社会福祉法人 母恋 天使病院 

・ 地域医療機能推進機構 北海道病院 

・ 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 

・ 苫小牧市立病院 

・ JA北海道厚生連 旭川厚生病院 

・ JA北海道厚生連 札幌厚生病院 

・ 砂川市立病院 

・ 勤医協 札幌病院 

・ 町立中標津病院 

・ 小樽市立病院 

・ 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 
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連携施設（地域医療）（産婦人科専門医が常勤するが、指導医のいない施設） 

・ 網走厚生病院 

・ 富良野協会病院 

・ 千歳市民病院 

・ 医療法人 王子総合病院 

・ 江別市立病院 

・ 八雲総合病院 

・ 倶知安厚生病院 

 

WIND・北海道大学産婦人科専門研修プログラムでは、北海道大学と連携施設に

おいて、周産期領域、婦人科腫瘍領域、生殖・内分泌領域、女性のヘルスケア

領域の産婦人科すべての領域における多彩で豊富な症例を経験し、充実した研

修を受けることができます。 

 

 

２．産婦人科専門研修はどのようにおこなわれるのか  

１）産婦人科専門医は初期臨床研修の2年間と専門研修の3年間の合計5年間の研

修で育成されます。専門研修の3年間の1年目、2年目、3年目には、それぞ

れ医師に求められる基本的診療能力・態度と日本産科婦人科学会が定める

「産婦人科専門研修カリキュラム」にもとづいて産婦人科専門医に求めら

れる知識・技術の修得目標を設定し、その年度の終わりに達成度を評価し

て、基本から応用へ、さらに専門医として独立して実践できるまで着実に

実力をつけていくように配慮します。 

 

２）年次毎の専門研修計画 

 専攻医の研修は毎年の達成目標と達成度を評価しながら進められます。 

以下に年次毎の研修内容・習得目標の目安を示します。 

 

➢ 専門研修 1 年目では、基本的診療能力および産婦人科基本的知識と技能の

習得を目標とします。指導医は日々の臨床を通して専攻医の知識・技能の

習得を指導します。専攻医は学会・研究会への参加、e-learning などを通

して自らも専門知識・技能の習得を図ります。 
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専門研修1年目:産婦人科専門研修 基本レベル 

 

 内診、直腸診、経腟超音波検査、経腹超音波検査、胎児心拍モニタリングの解

釈ができるようになる。正常分娩を指導医・上級医の指導のもとで取り扱える。

上級医の指導のもとで通常の帝王切開、子宮内容除去術、子宮付属器摘出術が

できる。 

 

基本的診察能力 

・患者への接し方、患者や医療関係者とのコミュニケーション能力の研鑽 

・誠実に医師としての責務を果たし周囲から信頼される 

・臨床から学ぶことを通して基礎医学・臨床医学の知識や技術を習得 

・EBMの実践、医の倫理 

・医療安全、院内感染対策 

 

 

➢ 専門研修２年目では、基本的診療能力の向上に加えて、後進の指導にも参

画します。産婦人科基本的知識・技能を実際の診断・治療へ応用する力量

を養うことを目標としてください。指導医は日々の臨床を通して専攻医の

知識・技能の習得を指導します。専攻医は学会・研究会への参加、e-learning

などを通して自らも専門知識・技能の習得を図ってください。 

 

専門研修2年目:産婦人科専門研修 応用レベル 

 

 妊婦健診および婦人科の一般外来ができるようになる。正常および異常な妊

娠・分娩経過を判別し、問題のある症例については指導医・上級医に確実に相

談できるようになる。正常分娩を一人で取り扱える。指導医・上級医の指導の

もとで通常の帝王切開、腹腔鏡下手術ができる。指導医・上級医の指導のもと

で患者・家族のICを取得できるようになる。 

 

基本的診察能力 

・実際の診療およびチーム医療の一員として実践の中で基本的診療能力をさら

に向上させる 

・後進の指導を通じて医学知識および診療能力を向上させる 

➢ 専門研修３年目では、チーム医療において責任を持って診療にあたり、 
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➢ リーダーシップを発揮することなどを習得してください。産婦人科の実践

的知識・技能の習得により様々な産婦人科疾患へ対応する力量を養うこと

を目標とします。指導医は日々の臨床を通して専攻医の知識・技能習得を

指導します。専攻医は学会・研究会への参加、e-learning などを通して自

らも専門知識・技能の習得を図ってください。 

 

 

専門研修3年目:産婦人科専門研修 応用レベル 

 

 3年目には専攻医の修了要件全てを満たす研修を行う（専攻医修了要件参照）。

帝王切開の適応を一人で判断できるようになる。通常の帝王切開であれば同学

年の専攻医と一緒にできるようになる。指導医・上級医の指導のもとで前置胎

盤症例など特殊な症例の帝王切開ができるようになる。指導医・上級医の指導

のもとで癒着があるなどやや困難な症例であっても、腹式単純子宮全摘術がで

きる。悪性腫瘍手術の手技を理解して助手ができるようになる。一人で患者・

家族のICを取得できるようになる。 

 

基本的診察能力 

・チーム医療において責任をもってリーダーシップを発揮できる 

・修得した医学知識や経験をもとに診療科内において講義を行う 

・医療安全や院内感染対策の診療科担当者をサポートする 

・EBM実践を更新に指導できる 
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３．専攻医の到達目標（修得すべき知識・技能・態度など） 

１）専門知識 

２）専門技能（診察、検査、診断、処置、手術など） 

３）経験すべき疾患・病態 

４）経験すべき診察・検査等 

５）経験すべき手術・処置等 

 

詳細は「 産婦人科専攻医のための研修カリキュラム（2022年6月26日改定版）」 

http://www.jsog.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=29 

を参照してください。 

http://www.jsog.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=29
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 研修プログラムの修了判定には日本産科婦人科学会の専門研修整備基準に示

されている以下の経験症例数が必要です。 

 

1) 分娩症例150例以上、ただし以下を含む（d)についてはb）c）との重複可） 

 a) 経腟分娩；立ち会い医として100例以上 

 b) 帝王切開；執刀医として30例以上 

 c) 帝王切開；助手として20例以上 

 d) 前置胎盤症例(あるいは常位胎盤早期剥離症例)の帝王切開術執刀医あるいは

助手として5例以上 

2) 子宮内容除去術、あるいは子宮内膜全面掻爬を伴う手術執刀10例以上（稽留流産

を含む） 

3) 腟式手術執刀10例以上（子宮頸部円錐切除術、子宮頸管縫縮術を含む） 

4) 子宮付属器摘出術（または卵巣嚢胞摘出術）執刀10例以上（開腹、腹腔鏡下を問

わない） 

5) 単純子宮全摘出術執刀10例以上（開腹手術5例以上を含む） 

6) 浸潤がん（子宮頸がん、体がん、卵巣がん、外陰がん）手術（執刀医あるいは助

手として）5例以上 

7) 腹腔鏡下手術（執刀あるいは助手として）15例以上（上記4)、5)と重複可） 

8) 不妊症治療チーム一員として不妊症の原因検索（問診、基礎体温表判定、内分泌

検査オーダー、子宮卵管造影、子宮鏡等）、あるいは治療（排卵誘発剤の処方、子

宮形成術、卵巣ドリリング等）に携わった（担当医、あるいは助手として）経験症

例5例以上 

9) 生殖補助医療における採卵または胚移植に術者・助手として携わるか、あるいは

見学者として参加した症例5例以上 

註1) 施設群内の外勤等で経験する分娩、帝王切開、腹腔鏡下手術、生殖補助医療な

どの全ての研修はその時に常勤している施設の研修実績に加えることができる。 

註 2）専門研修開始後の症例のみカウントできる（初期研修期間の症例は含まない）。 

 

 

４．各種カンファレンスなどによる知識・技能の習得 

・ 基幹施設および連携施設それぞれにおいて医師および看護スタッフによる治

療および管理方針の症例検討会を行い、具体的な治療と管理の論理を学びま

す。 
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基幹施設である北海道大学病院では以下のカンファレンスを行っています。 

 

・ NICUカンファレンス：周産期では分娩後の治療まで視野に入れた産科診療が

必要なため、新生児科医と産科、外科、小児循環器科と相談して治療方針を

検討します。 

・ グリーフケアカンファレンス：胎児や新生児が亡くなってしまうことで残さ

れたご家族は大きな悲しみを背負います。そういったご家族の心の状態に寄

り添うことで回復のサポートをする取り組みです。 

・ ファミリーサポートカンファレンス：精神疾患合併妊娠は育児による負担な

どから周産期にメンタルヘルスの不調をきたしやすくなるため、支援体制が

不可欠です。そのため医師、看護師、保健師、児童相談所など多職種が連携

しながら安全な養育環境を目指します。 

・ 放射線治療合同カンファレンス：実際の放射線治療症例をもとに、放射線治

療の原理、適応、治療経過、副作用対策などを学びます。 

・ 病理合同カンファレンス：診断困難例や、稀な症例についての病理診断を検

討します。手術摘出物の病理組織診断に基づいた治療方針決定を検討します。 

・ 放射線診断合同カンファレンス：がんの進行度についての画像診断について、

手術後の病理組織診断と対比して検討します。 

・ Cancer Board：複数の臓器に広がる進行・再発例や、重症の内科合併症を有

する症例、非常に稀で標準治療がない症例などの治療方針決定について、外

科や内科など関連診療科、病理部、放射線科、緩和ケアグループ、看護スタ

ッフなどによる合同カンファレンスを行います。 

 

 

 

 

 

各施設において抄読会や勉強会を実施します。専攻医は最新のガイドライン

を参照するとともにインターネットなどによる情報検索を行います。 

手術手技をトレーニングする設備や教育 DVD などを用いて積極的に手術手技

を学んでください。 

 

日本産科婦人科学会の学術集会（特に教育プログラム）、日本産科婦人科学会

の e-learning、連合産科婦人科学会、各都道府県産科婦人科学会などの学術集

会、その他各種研修セミナーなどで、下記の事柄を学んで下さい。各病院内で

実施されるこれらの講習会にも参加してください。 
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 標準的医療および今後期待される先進的医療 

 医療安全、院内感染対策 

 指導法、評価法などの教育技能 

 

基幹施設おける週間予定 

 

北海道大学病院婦人科 

 

 月 火 水 木 金 

午前 

病棟カンファレンス 

手術 

病棟カンファ

レンス 

 

手術 

病棟 病棟 病棟 

外来 外来 外来 

午後 

外来 外来 外来 

病棟 病棟 病棟 

放射線治療 

カンファレンス 

病棟スタッフ 

ミーティング 

病理 

カンファレンス 

診療 

終了後 

術前 

ミーティング 

 リサーチ 

ミーティング 

放射線読影 

カンファレンス 

 

 

 

 北海道大学病院産科・周産母子センター 

 

 月 火 水 木 金 

午前 

病棟カンファ

レンス 

手術 病棟カンファ

レンス 

病棟カンファ

レンス 

手術 

病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 

外来 外来 外来 外来 外来 

午後 

外来 外来 外来 外来 外来 

病棟 病棟 病棟 病棟 病棟 

NICU 

ミーティング 

    

診療終了後 術前 

ミーティング 

 リサーチ 

ミーティング 
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北海道大学病院生殖医療センター 

 

 月 火 水 木 金 

午前 

病棟カンファ

レンス 

 

手術 

病棟カンファ

レンス 

グループ 

カンファレンス 

 

手術 

病棟 病棟 病棟 

外来 外来 外来 

午後 

外来 外来 外来 

生殖医療 生殖医療 生殖医療 

診療終了後 

 

術前 

ミーティング 

リサーチ 

ミーティング 

 

 

 

５．学問的姿勢について 

 専攻医は、医学・医療の進歩に遅れることなく、常に研鑽、自己学習する

ことが求められます。日常的診療から浮かび上がるクリニカルクエスチョンを

日々の学習により解決し、今日のエビデンスでは解決し得ない問題は臨床研究

に自ら参加、もしくは企画する事で解決しようとする姿勢を身につけるように

してください。学会に積極的に参加し、基礎的あるいは臨床的研究成果を発表

してください。得られた成果は論文として発表して、公に広めると共に批評を

受ける姿勢を身につけてください。各施設の専攻医や若手専門医による研修発

表会を毎年1月に開催し、発表内容、スライド資料の良否、発表態度などについ

て指導的立場の医師や同僚・後輩から質問をうけて討論を行います。 

 

 産婦人科専門医資格を受験するためには以下の要件を満たす必要があります。 

 

1) 日本産科婦人科学会学術講演会などの産婦人科関連の学会・研究会で筆頭者

として 1回以上発表していること。 

2) 筆頭著者として論文 1編以上発表していること。(註 1) 

註 1）産婦人科関連の内容の論文で、原著・総説・症例報告のいずれでもよいが、

抄録、会議録、書籍などの分担執筆は不可である。査読制（編集者による校正

を含む）を敷いている雑誌であること。査読制が敷かれていれば商業誌でも可

であるが院内雑誌は不可である。ただし医学中央雑誌または MEDLINE に収載さ

れており、かつ査読制が敷かれている院内雑誌は可とする。 
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６．医師に必要な基本的診療能力、倫理性、社会性などについて 

医師として求められる基本的診療能力には態度、倫理性、社会性などが含まれ

ています。内容を具体的に示します。 

１） 医師としての責務を自律的に果たし信頼されること 

医療専門家である医師と患者を含む社会との契約を十分に理解し、患者、

家族から信頼される知識・技能および態度を身につける。 

２） 患者中心の医療を実践し、医の倫理・医療安全に配慮すること 

患者の社会的・遺伝学的背景もふまえ患者ごとに的確な医療を実践できる。

医療安全の重要性を理解し事故防止、事故後の対応がマニュアルに沿って

実践できる。 

３） 臨床の現場から学ぶ態度を修得すること 

臨床の現場から学び続けることの重要性を認識し、その方法を身につける。 

４） チーム医療の一員として行動すること 

チーム医療の必要性を理解しチームのリーダーとして活動できる。的確な

コンサルテーションができる。他のメディカルスタッフと協調して診療に

あたることができる。 

５） 後輩医師に教育・指導を行うこと 

自らの診療技術、態度が後輩の模範となり、また形成的指導が実践できる

ように、学生や初期研修医および後輩専攻医を指導医とともに受け持ち患

者を担当してもらい、チーム医療の一員として後輩医師の教育・指導も担

ってもらう。 

６） 保健医療や主たる医療法規を理解し、遵守すること 

健康保険制度を理解し保健医療をメディカルスタッフと協調し実践する。

医師法・医療法（母体保護法[人工妊娠中絶、不妊手術]）健康保険法、国

民健康保険法、老人保健法を理解する。診断書、証明書が記載できる（妊

娠中絶届出を含む）。 

 

 

７．施設群による研修プログラムおよび地域医療についての考え方 

１）施設群による研修 

 本研修プログラムでは北海道大学産婦人科を基幹施設とし、地域の連携施

設とともに施設群を構成してします。専攻医はこれらの施設群をローテートす

ることにより、多彩で偏りのない充実した研修を行うことが可能となります。

１つの施設で２４か月を超える研修を行うことはできません。 
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大学だけの研修では稀な疾患や治療困難例が中心となり一般的疾患（common 

disease）の経験が不十分となります。この点、地域の連携病院では多彩な症例

を多数経験することで医師としての基本的な力を獲得します。 

 施設群における研修の順序、期間等については、専攻医を中心に考え、個々

の専攻医の希望と研修進捗状況、各病院の状況、地域の医療体制を勘案して、

専門研修プログラム管理委員会が決定します。 

 

２）地域医療の経験 

 地域の連携病院では責任を持って多くの症例の診療にあたる機会を経験する

ことができます。地域医療における病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療

などの意義について学ぶことができます。以下に本研修プログラムにおける地

域医療についてまとめます。 

 

・ 地域医療の経験を必須とします。連携施設（地域医療）での 1 か月以上 12

か月以内の研修が加わることがあります。 

・ 本研修プログラムの連携施設には、その地域における地域医療の拠点となっ

ている施設（地域中核病院、地域中小病院）が入っています。そのため、連

携施設での研修中に以下の地域医療の研修が可能です。 

・ 地域の医療資源や救急体制について把握し、地域の特性に応じた病診連携、

病病連携のあり方について理解して実践します。 

・ 婦人科がん患者の緩和ケアなど、ADLの低下した患者に対して、在宅医療や

緩和ケア専門施設などを活用した医療を理解します。 

 

 

８．専門研修の評価について  

 専門研修中の専攻医と指導医の相互評価は施設群による研修とともに専門研

修プログラムの根幹となるものです。 

 専門研修1年目、2年目、3年目のそれぞれに、基本的診療能力と産婦人科専門

医に求められる知識・技能の修得目標が設定され、各年度の終わりにその達成

度を評価します。このことにより、基本から応用へ、さらに専門医として独立

して実践できるまで着実に実力をつけていくように配慮しています。 

➢ 指導医は日々の臨床の中で専攻医を指導します。 

➢ 専攻医は経験症例数・研修目標達成度の自己評価を行います。 

➢ 少なくとも 12か月に 1度は専攻医が研修目標の達成度および態度および

技能について、Web 上で日本産科婦人科学会が提供する産婦人科研修管
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理システムに記録し、指導医はそれをチェックし評価を行います。 

➢ 態度についての評価には、自己評価に加えて、指導医による評価（指導

医あるいは施設毎の責任者により聴取された看護師長などの他職種によ

る評価 を含む）がなされます。 

 

２）指導医のフィードバック法の学習(FD) 

 日本産科婦人科学会が主催する、あるいは日本産科婦人科学会の承認のもと

で連合産科婦人科学会・地方産科婦人科学会が主催する産婦人科指導医講習会

が行われます。指導医は産婦人科医師教育のあり方やフィードバックの方法に

ついての講習を受けます。指導医講習会の受講は、指導医認定や更新のために

必須となっています。 

 

 

９．専攻医の就業環境について  

専門研修基幹施設および連携施設の産婦人科責任者は「産婦人科勤務医の勤

務条件改善のための提言」(平成 25年 4月、日本産科婦人科学会)に従い、専攻

医の労働環境改善に努めます。 

専攻医の勤務時間、休日、当直、給与などの勤務条件については、労働基準

法を遵守し、各施設の労使協定に従います。さらに、専攻医の心身の健康維持

への配慮、当直業務と夜間診療業務の区別とそれぞれに対応した適切な対価を

支払うこと、バックアップ体制、適切な休養などについて不十分な場合には改

善を図っていきます。 

総括的評価を行う際、専攻医および指導医は専攻医指導施設に対する評価も

行い、その内容は WIND・北海道大学産婦人科専門研修プログラム管理委員会に

報告されますが、そこには労働時間、当直回数、給与など、労働条件について

の内容が含まれます。 

 

 専攻医や指導医が専攻医指導施設や専門研修プログラムに大きな問題がある

と考えた場合、また、パワーハラスメントなどの人権問題に関しては、日本産

科婦人科学会中央専門医制度委員会にいつでも直接訴えることが可能です。 

 

・日本産科婦人科学会 

 住所：〒104-0031  東京都中央区京橋 3-6-18 東京建物京橋ビル 4階 

 電話番号：03-5524-6900 

 E-mailアドレス：nissanfu@jsog.or.jp  

mailto:nissanfu@jsog.or.jp
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１０．専門研修プログラムの改善方法  

 WIND・北海道大学産婦人科研修プログラムでは専攻医からのフィードバック

を重視して研修プログラムの改善を行います。 

 １）専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価 

 専攻医は、総括的評価を行う際、指導医、専攻医指導施設、専門研修プログ

ラムに対する評価を行います。また、指導医も専攻医指導施設、専門研修プロ

グラムに対する評価を行います。専攻医や指導医等からの評価は、研修プログ

ラム管理委員会に提出され、研修プログラム管理委員会は研修プログラムの改

善に役立てます。このようなフィードバックによって専門研修プログラムをよ

り良いものに改善していきます。 

 専門研修プログラム管理委員会は必要と判断した場合、専攻医指導施設の実

地調査および指導を行います。評価にもとづいて何をどのように改善したかを

記録し、日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会に 1年に 1回報告します。 

 ２）研修に対する監査（サイトビジット等）・調査への対応 

 専門研修プログラムに対して日本専門医機構からサイトビジット（現地調査）

が行われます。その評価にもとづいて専門研修プログラム管理委員会で研修プ

ログラムの改良を行います。専門研修プログラム更新の際には、サイトビジッ

トによる評価の結果と改良の方策について日本産科婦人科学会中央専門医制度

委員会に報告します。 

 

１１．修了判定について  

 総括的評価は専門医認定申請年(3年目あるいはそれ以後)の3月末時点で日本

産婦人科研修管理システムを用いての研修記録および評価、さらに専門研修の

期間、到達度評価が決められた時期に行われていたという記録も含めて行われ

ます。手術・手技については、専門研修プログラム統括責任者または専門研修

連携施設担当者が、経験症例数に見合った技能であることを確認します。 

 

 

１２．専攻医が専門研修プログラムの修了に向けて行うべきこと 

  専攻医は専門医認定申請年の4月中旬までに産婦人科研修管理システム上で

修了申請を行う。専門研修プログラム管理委員会は修了要件が満たされている

ことを確認し、5月中旬までに修了判定を行い、研修修了証明書を専攻医に送付

する。修了と判定された専攻医は、5月末までに各都道府県の地方委員会に専門
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医認定試験受験の申請を行う。地方委員会での審査を経て、日本産科婦人科学

会中央専門医制度委員会で専門医認定一次審査受験の可否を決定します。 

 

 

１３．専攻医受入数  

 本研修プログラムでの毎年の専攻医受入数（定員）は指導医数と症例数を目

安にして決められています。この基準に基づき毎年 20名程度を受入数とします。 

 

 

１４．Subspecialty領域との連続性について 

 産婦人科専門医を取得した医師は、さらに Subspecialty 領域の専門医(生殖

医療専門医、婦人科腫瘍専門医、周産期専門医（母体・胎児）、女性ヘルスケア

専門医)のいずれか、また内視鏡技術認定医を取得することができます。 

 

１５．専門研修プログラム管理委員会  

 基幹施設である北海道大学産婦人科には、専門研修プログラム管理委員会と、

統括責任者（委員長）を置きます。連携施設には、連携施設担当者と委員会組

織を置きます。専門研修プログラム管理委員会は、委員長、副委員長、事務局

代表者、産婦人科の 4 つの専門分野（周産期、婦人科腫瘍、生殖医学、女性ヘ

ルスケア）の研修指導責任者、および連携施設担当委員で構成されます。専門

研修プログラム管理委員会は、専攻医および専門研修プログラム全般の管理と、

専門研修プログラムの継続的改良を行います。 

 

プログラム管理委員会の役割と権限 

・専攻医ごとの専門研修の進め方。到達度評価・総括的評価のチェック、終了

判定 

・それぞれの専攻医指導施設の前年度診療実績、施設状況、指導医数、現在の

専攻医数に基づく、次年度の専攻医受け入れ数の決定 

・研修プログラムに対する評価や、サイトビジットの結果に基づく研修プログ

ラム改良に向けた検討 

・翌年度の専門研修プログラム応募者の採否決定 

・専攻医指導施設の評価内容の公表および検討 
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１６．専攻医の評価時期と方法 

＊到達度評価 

 当プログラムでは、少なくとも 12か月に 1 度は専攻医が研修目標の達成度お

よび態度および技能について、Web上で日本産科婦人科学会が提供する産婦人科

研修管理システムに記録し、指導医がチェックします。態度についての評価は、

自己評価に加えて、指導医による評価（指導医あるいは施設毎の責任者により

聴取された看護師長などの他職種による評価を含む）がなされます。それらの

内容は、プログラム管理委員会に報告され、専攻医の研修の進め方を決める上

で重要な資料となります。 

 

＊総括的評価 

 専門医認定申請年(3 年目あるいはそれ以後）の 3 月末時点での研修記録およ

び評価に基づき、研修修了を判定するためのものです（修了要件は整備基準項

目 53）。自己・指導医による評価に加えて、手術・手技については各施設の産婦

人科の指導責任者が技能を確認します。他職種評価として看護師長などの医師

以外のメディカルスタッフ 1名以上から評価も受けるようにします。 

 専攻医は専門医認定申請年の 4 月末までに研修プログラム管理委員会に修了

認定の申請を行います。研修プログラム管理委員会は 5 月末までに修了判定を

行い、研修証明書を専攻医に送付します。そして専攻医は日本専門医機構に専

門医認定試験受験の申請を行います。 

 

１７．専攻医の採用と修了 

採用方法 

 プログラムへの応募者は、研修プログラム責任者宛に所定の形式の『WIND・

北海道大学産婦人科専門研修プログラム応募申請書』および履歴書を提出して

ください。申請書は 

(1) 北海道大学産婦人科の website (http://www.wind.or.jp)よりダウンロード、

(2)電話で問い合わせ(011-706-5939) 

(3) e-mailで問い合わせ（windjim0@yahoo.co.jp）、のいずれの方法でも入手可

能です。 
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研修開始届け 

 

研修を開始した専攻医は各年度の 5月 31日までに、専攻医の履歴書、専攻医の

初期研修修了証を産婦人科研修管理システムに Web上で登録します。 

 

産婦人科専攻医研修を開始するためには、①医師臨床研修（初期研修）修了後

であること、②日本産科婦人科学会へ入会していること、③専攻医研修管理シ

ステム使用料を入金していること、の３点が必要になります。 

 

何らか理由で手続きが遅れる場合は、当プログラム統括責任者に相談してくだ

さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


